
約款変更の新旧対照表 

＜株式等振替決済口座管理約款＞                                                       むさし証券 

新文書 旧文書 差分 

第３条の２ お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）その他の関係法令等

の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号又は同条第 16 項に規定する法人番号。以下同

じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合

に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その

他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 

第３条の２ お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（以下「番号法」といいます。）その他の関係法令等

の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条

第５項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同

じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合

に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その

他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 

変更 

以上 


